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第１   防疫対策の基本方針 

１ 基本方針 

豚熱は、その伝播力の強さ及び高い致死性から、まん延すれば、養豚産業に及ぼす

影響が甚大である。 

本病の防疫対策上、最も重要なのは「発生の予防」と「早期の発見及び通報」であ

るが、万が一発生した場合には、「迅速かつ的確な防疫措置」で、まん延防止及び早期

収束を図る必要があり、ウイルスを早期に封じ込めるため、迅速に患畜又は疑似患畜

の殺処分とその死体等の処理及び消毒を行う必要がある。 

このため、豚熱の発生が確認された場合に、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 116

号。以下「法」という。）及び豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針（令和 2年 7月 1

日(一部変更：令和 3 年 10 月 1 日)農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。）、

茨城県家畜伝染病まん延防止規則（昭和 27年茨城県規則 47号）に基づき実施する豚

熱の防疫対策を、国、市町村、関係団体、生産者等と協力連携して、必要な措置を円

滑に推進するため、豚熱防疫対策マニュアル（以下「本マニュアル」という。）を定め

る。 

本マニュアルにおいては、発生後速やかに初動防疫を完了させるため、国、県、市

町村、関係団体及び生産者等が連携して防疫措置を行うための組織体制、連絡体制及

び発生時に必要とされる防疫作業等について定める。 

 

２ 組織体制及び各組織の構成員と分掌事務 

（１）豚熱防疫対策本部 

ア 設置 

本県において豚熱が発生した場合（病性判定で患畜・疑似患畜と判定）又は隣接

県で発生が確認され、制限区域が県内に設定された場合には、対応方針の策定や広

報等を行うとともに、国等の関係機関との連絡調整、自衛隊の派遣要請、現地対策

班への指示・支援等を行うため、県は豚熱防疫対策本部（以下、県対策本部）を設

置する。 

イ 組織 【図１】 

  （ア）県対策本部には、本部長、副本部長及び本部員を置く。 

（イ）本部長は、知事とする。 

（ウ）副本部長は、副知事とする。 

（エ）本部員は、「茨城県危機管理指針別表４」に掲げる者をもって充てる。 

（オ）県対策本部には、事務局を置く。 

（カ）事務局には、県対策本部の運営や各部等の連絡調整、県職員の緊急動員等のた

めの総括班を、防疫対策全体の企画立案と進行管理等を担う家畜防疫対策班を、

各部及び関係機関との連絡調整等のため対策班を、広報業務の総合調整等のため
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広報班を、政府・国会等への要望陳情等のため視察・要望班を置く。 

(キ)県対策本部は「茨城県危機管理対策本部設置要綱」のとおり部を置く。 

(ク)農林水産部は、発生農場における殺処分や埋却など現状における防疫措置を実

施するため、家畜保健衛生所長を班長とした現地対策班を設置する。 
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【事務局の編成】 

① 総括班  班長：防災・危機管理課長 

       副班長：防災・危機管理課副参事 

       構成員：防災・危機管理課員 

※総括班等には、必要に応じて、茨城県災害対策本部事務局員を充てることとする。 

 

② 家畜防疫対策班  班長：畜産課長 

          副班長：畜産課副参事・技佐 

          構成員：畜産課、農林水産部各課員 

24 時間当たり 主な役割 

16 名 

 

県対策本部の運営及び会議の開催 

防災監会議等の運営及び会議の開催 

緊急動員職員・他県獣医師の受入れと現地への派遣に係る連絡調整 

自衛隊の派遣要請等の連絡調整 

各部局所管団体動員のための連絡調整 

動員者用バスの運行管理 

グループ名 24 時間

当たり 

主な役割 

統括・情報・防

疫対策 G 

 

 

 

9 名 

 

 

 

 

防災・危機管理課との連絡調整 

防疫対策に係る情報収集と情報提供 

防疫対策全体の企画立案と進行管理、現地対策班との総合調整 

国、他県、各課、関係団体との連絡調整 

他県獣医師の動員要請と受入れ調整(総括班と連携) 

連絡調整 G 

 

4 名 

 

発生時等の各関係課・機関への連絡 

協定派遣団体との動員協力の連絡調整・業務委託 

流通対策 G 4 名 消毒ポイントに係る運営管理・業務委託 

資材調達 G 

 

3 名 

 

防疫に必要な資材や機材の確保と支援センターへの運搬手配等 

防疫対策に必要な予算の措置、執行管理 

経営支援 G 3 名 埋却地の確保、焼埋却の運営に必要な手続き・進行管理 

農家の経営再開に向けた予算の措置、執行、管理 

現地対策班駐在 G 21 名 市町村及び地域団体との動員調整 

支援センター立ち上げと家畜防疫対策班との連絡調整 

自衛隊現地指令との連絡調整 

動員職員名簿管理・埋却グループ補佐 

計 44 名  
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※1家畜防疫対策班は、県庁 17 階農林水産部会議室に執務室を置くこととする。 

※2畜産課副参事・技佐は、現地対策班の副班長として駐在する。 

  

家畜防疫対策班の所属別人数 

 

 

家畜防疫対策班の構成人数 

 

 

 

 

 

 

作業時間当たりの人数

24時間

畜産課 22

部内他課 18

畜産センター 4

計 44

構成

作業時間当たりの人数

24時間

畜産課 6

部内他課 2

畜産センター 1

畜産課 3

部内他課 1

畜産課 3

部内他課 1

畜産課 4

部内他課 14

畜産センター 3

合計 44

連絡調整G 4

21

畜産課 3

畜産課 3

現地対策班へ

合計

9

4

3

3

所属

統括・情報・防疫対策G

流通対策G

資材調達G

経営支援G
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③ 対策班 班長：消防安全課課長補佐(総括) 

      副班長：防災・危機管理員 消防安全課員 原子力安全対策課員 

       班員：各部等企画調整担当 

24 時間あたり 主な役割 

14 名 

 

各部及び関係機関との連絡調整、職員の緊急動員調整、自衛隊等他

機関に対する派遣要請 

 

④ 広報班 班長：報道・広聴課長 

      副班長：報道・広聴課副参事 報道・広聴課長補佐 営業企画課課長補佐 

       班員：報道・広聴課員 営業企画課員 プロモーションチーム員  

24 時間あたり 主な役割 

6 名 

 

広報業務の総合調整、県民への広報広聴、県民相談窓口の設置、報

道機関への対応 

 

⑤ 視察・要望班 班長：政策調整課課長補佐(総括) 

         副班長：総務課課長補佐 政策調整課課長補佐 

          班員：総務課員 市町村課員 秘書課員 政策調整課課員  

議会事務局員 

24 時間あたり 主な役割 

9 名 

 

政府、国会等への要望陳情、国の機関の視察・調査に対する対応 
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【現地対策班の編成】 

 現地対策班 班長：発生農場を管轄する地域の家畜保健衛生所長  

副班長：発生農場を管轄する地域の農林事務所次長、家畜防疫対策班か

ら派遣する畜産課副参事・技佐(家畜防疫対策班)とする。 

１ 作業グループの主な役割 
 

グループ名 24時間当たり 主な役割 

班長 1名 防疫措置総括 

副班長 3名 現地対策班長補佐、家畜防疫対策班との連絡調整 

管理G 22名 防疫措置に係る情報整理・提供、病性鑑定、疫学調査、防疫資材

備蓄センターの管理運営、家畜防疫対策班への報告連絡、関係保

健所、関係警察署及び関係市町村との連絡調整 

発生地G 354名 防疫措置全体の計画作成・進行管理、発生農場における防疫措置

（殺処分、清掃・消毒）の実施、家畜等の評価 

埋却G 27名 殺処分家畜および汚染物品の埋却、管理 

防疫支援G 121名 防疫支援センター及び発生農場サポート拠点の設置・運営 

（防疫支援センター） 

 ・動員者(県職員、団体職員)、他県獣医師及び資材の受入れ・

管理・現地への輸送 

・市町村、自衛隊との調整協議 

 ・動員者用バスの運行管理 

 ・駐車場の確保、運営、交通整理 

 ・動員者の健康管理指導 

 ・現場の状況把握、家畜防疫対策班への連絡調整 

（サポート拠点） 

 ・動員者(県職員、団体職員)、他県獣医師及び資材の受入れ・

管理・農場への輸送 

・休憩給食等農場作業員支援 

移動規制G 36名 通行制限及び消毒ポイントの設置・運営 

計 533名  

発生地 Gについては、豚と接する機会があるため、ケガや事故には十分に注意を払って作業を行う。 

発生地 Gのリーダー・サブリーダーを農場作業安全管理者とする。 

農場作業安全管理者について 

・防疫作業者の安全確保および健康管理に努める。 

・防疫作業の説明及び危険個所の注意喚起 

・農場を巡回し安全管理に努める。 

※詳細については別添作業マニュアルに定める。 
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２ 現地対策班の構成人数 

1 クール 8時間の 1 日 3班体制(県の動員職員は 1クール 4時間の 1 日 6班体制)とする。 

ただし、7月から 9月の間で熱中症指数計の暑さ指数(WBGT)25 度以上又は気温 30 度以上

となることが予想される場合は、昼間の殺処分作業(8 時から 16 時)を中止し夜間のみで行

う。（埋却作業は昼間作業を継続） 

 

準備：殺処分開始前準備段階の体制 

 全庁動員前：県および団体の動員者が到着するまでの 1クールあたりの体制 

 8 時間、24 時間：県および団体の動員者が到着してからの体制 

 夏季昼間：暑さ指数や気温が基準を超え、夜間のみの殺処分作業となった場合の昼間の体

制（夜間は通常の体制と同じ） 

※1 現地対策班長（１名）を含む。8時間は 13名(病性鑑定含む)残り 8時間×2回は病性

鑑定を除いた 1班 10 名体制とする。 

※2､4､5､7､8 埋却 Gは昼間の作業のみとなるので留意。  

※3 副班長(1名)を含む。埋却Ｇは昼間の作業のみとなるとなるので留意。 

※6 1 クール 4時間の 1日 6班体制 

夏季昼間

準備 全庁動員以前
(8時間あたり)

8時間 24時間 8時～16時

家畜保健衛生所※1 27 15 15 34 11

畜産振興課※2 12 11 11 22 9

現地農林事務所※3 19 1 1 1 1

農林事務所全体※4 0 41 41 110 8

農林水産部 0 5 5 15 0

農林水産部(家畜防疫対策班) 0 4 4 13 0

畜産課(家畜防疫対策班)※5 2 2 2 0 1

畜産センター 8 3 3 5 2

畜産センター(オペレーター) 1 1 1 3 0

保健師等 0 2 2 6 0

保健医療部(獣医師) 0 3 3 9 0

防災･危機管理部(総括班) 0 0 3 9 0

県職員（全庁動員）※6 0 0 25 150 0

団体職員（動員者） 0 0 30 90 0

市町村※7 16 16 16 48 12

協定派遣(建設業協会)※
8 3 16 16 0 16

他県獣医師 0 0 3 9 0

県警 0 2 2 6 2

合計 88 122 184 533 62

構成
作業時間あたりの人数
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管理グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季昼間

準備 全庁動員以前
(8時間あたり)

8時間 24時間 8時～16時

現地対策班長 家畜保健衛生所(所長) 1 1 1 1 1

現地対策副班長 現地農林事務所次長 1 1 1 1 1

リーダー 家畜保健衛生所 1 1 1 3 1

総務・情報 家畜保健衛生所 2 1 1 3 1

農林事務所全体 1 1 2 1

市町村 2 2 2 6 2

県北家畜保健衛生所 6 3 3 3 3

畜産センター(獣医) 1

畜産センター 3

防疫資材 家畜保健衛生所 2 1 1 3 1

19 11 11 22 11

家畜保健衛生所 12 7 7 13 7
現地農林事務所(次長) 1 1 1 1 1
農林事務所全体 1 1 2 1

1
畜産センター 3
市町村 2 2 2 6 2
合計 19 11 11 22 11

役割 所属
作業時間あたりの人数

畜産センター(獣医)

病性鑑定・疫学

合計

所属別人数
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発生地グループ 

 

埋却グループ 

 

 

 

夏季昼間

準備 全庁動員以前
(8時間あたり)

8時～16時

リーダー 畜産振興課 3 3 1

家畜保健衛生所 1 1 1

サブリーダー 畜産課 2 2 1

畜産センター 1 1 1

構成員 農林事務所全体 4 4

市町村 2

協定派遣(建設業協会) 3 16 16

12 27 2427

8時～16時

合計

役割 所属
作業時間あたりの人数

3

1

4

16

2

1

夏季昼間

準備 全庁動員以前
(8時間あたり)

8時間 24時間 8時～16時

リーダー 1 1 1 3 1

サブリーダー 1 1 2 6 1

家畜保健衛生所 1 1 1 3 1

2 1 1 2 1

畜産センター 1 1 1 1

畜産振興課 1 1 1 2 1

現地農林事務所 4

畜産センター 1 1 4

市町村 3 3 9

30 90

25 150

15 15 45

1 1 1 3

6 4 3 9

他県獣医師 3 9

3 3 9

1 1 1 3 1

現地農林事務所 4

2 2 6

22 36 94 354 7

家畜保健衛生所 9 7 7 21 3

畜産振興課 4 3 3 7 3
現地農林事務所 8 0 0 0
農林事務所全体 17 17 51
畜産センター 2 2 5 1
畜産センター(オペレーター) 1 1 1 3
保健医療部(獣医) 3 3 9 0
他県獣医師 0 3 9
県職員(動員者) 0 25 150
市町村 3 3 9
団体職員(動員者) 0 30 90

合計 22 36 94 354 7

家畜保健衛生所（獣医）

殺処分係

保健医療部（獣医）

団体職員(動員者)

農林事務所全体

役割

管理担当

誘導係および殺処分補助係

所属

家畜保健衛生所

家畜保健衛生所

畜産振興課

作業時間あたりの人数

消毒係

畜産センター(オペレーター)

県職員(動員者)

評価記録

畜産振興課

合計

農林事務所全体

所属別人数

(作業安全管理者)
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防疫支援グループ 

＊救護担当の看護師（保健師）は、概ね 24時間で外部委託に移行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季昼間

準備 全庁動員以前
(8時間あたり)

8時間 24時間 8時～16時

リーダー 1 1 1 3 1

サブリーダー 畜産振興課 1 1 1 3 1

2

4

農林事務所全体 11 11 33

農林水産部 4 4 12

2 2 6

保健師等 2 2 6

2 6

4 4 4 12 4

リーダー 1 1 1 3 1
サブリーダー 畜産振興課 1 1 1 3 1

2

2

農林事務所全体 5 5 15

畜産センター（畜産） 3

市町村 2 1 1 3

農林水産部 1 1 3

2 2 7

2 6

23 36 40 121 8

家畜保健衛生所 4 0 0 0
4 4 4 12 4
6 0 0 0

農林事務所全体 0 16 16 48
畜産センター（畜産） 3 0 0 0
農林水産部 0 5 5 15

0 4 4 13
0 2 2 6
0 0 4 12

市町村 6 5 5 15 4
23 36 40 121 8

防災･危機管理部(総括班)
保健師等

作業時間あたりの人数

現地農林事務所
畜産振興課

家畜保健衛生所

農林水産部(家畜防疫対策班)

合計

合計

現地農林事務所

発生農場サポート拠点

役割

畜産振興課

農林水産部(家畜防疫対策班)

市町村

防災･危機管理部(総括班)

農林水産部(家畜防疫対策班)

畜産振興課

防災･危機管理部(総括班)

現地農林事務所

所属

防疫支援センター

家畜保健衛生所

所属別人数
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移動規制グループ 

※概ね24時間で外部委託。それ以降は、リーダー1名が必要資材等を管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季昼間

準備 全庁動員以前
(8時間あたり)

8時間 24時間 8時～16時

リーダー 1 1 1 3 1

サブリーダー 1

2

農林事務所全体 1 1 3 1

2 2 2 6 2

県警（巡回警備） 2 2 6 2

2

農林事務所全体 2 2 6 2

4 4 4 12 4

12 12 12 36 12

家畜保健衛生所 1
1 1 1 3 1

現地農林事務所 4
3 3 9 3

市町村 6 6 6 18 6
県警（巡回警備） 2 2 6 2

12 12 12 36 12

作業時間あたりの人数
役割

合計

畜産振興課

市町村

現地農林事務所

現地農林事務所

市町村

合計

所属

農林事務所全体

通行制限

消毒ポイント

畜産振興課

家畜保健衛生所

所属別人数
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第２   豚熱発生時の防疫対応 

１ 防疫対応の区分  

豚熱発生時の防疫対応は、異常豚の届出から農場防疫措置完了後までを時系列で、

次の４つに区分する。 

・異常豚の届出(農場)から遺伝子検査陽性まで 

・遺伝子検査陽性から病性判定まで 

・病性判定から農場防疫措置完了まで 

・農場防疫措置完了後 

0時間

1時間

5時間

13時間

防災監会議

県対策本部会議

①殺処分の開始
②埋却場所へ運搬
③埋却作業

⑤農場の清掃・消毒

1週間後

1週間後

 

54時間
（24時間）

102時間
（72時間）

30時間
（0時間）

防疫措置終了

病性判定(患畜・疑似患畜)(農林水産省)

  ②農場の消毒完了（3回目）

  ①農場の消毒完了（2回目）

④排泄物等汚染物品の処理

⑥農場の消毒完了（第1回目）

農場防疫措置完了

農場防疫措置完了から17日後

農場防疫措置完了から28日後

③清浄性確認検査で陰性確認

異常豚の届出

家畜保健衛生所立入検査

病性鑑定(県北家畜保健衛生所)

遺伝子検査陽性

農場防疫措置開始（現地対策班）
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２ 区分毎の防疫対応 

区分毎の県対策本部及び畜産課（家畜防疫対策班）、家保・農林事務所（現地対策

班）の対応は、次のとおりとする。 

（１）異常豚の届出(農場)から遺伝子検査陽性まで 

＜現地の対応＞ 

ア 異常豚の届出 

現地家畜保健衛生所は、豚の所有者等から死亡頭数増加など特定症状の届出

を受けて、当該農場に立入検査を実施する時点で、畜産課、県北家畜保健衛生

所（病性鑑定）、現地農林事務所、現地市町村に連絡する。 

イ 農場の立入検査 

・届出農場に対して、全ての動物、排泄物等について当該農場から移動しない

ことを指示。 

・異常豚及び同居豚の臨床検査を行い、異常豚を含む豚群の状況について持参

したデジタルカメラで撮影し県北家畜保健衛生所及び畜産課へ報告する。 

ウ 県北家畜保健衛生所への検体搬入（病性鑑定） 

特定症状の家畜又は死体と共に同居豚の血液を採取し、県北家畜保健衛生所

に搬入し病性鑑定を行う。  

エ 防疫措置の開始と現地対策班の設置に備えた準備 

現地家畜保健衛生所は、職員が届出農場の立入検査を行っている間に、次の

措置を講じ、遺伝子検査陽性と同時に畜産課あて報告できるように準備する。 

・ 当該農場の現況把握（豚舎等の配置、豚の飼養状況、作業スペース、動線

確認） 

・ 防疫措置計画の準備（防疫措置に必要な人員及び資材の算出、通行制限、

消毒ポイント箇所及び埋却地の確認） 

・ 防疫支援センター、発生農場サポート拠点設置場所の確認 

 

＜畜産課の対応＞ 

ア 異常豚の届出後 

畜産課は、現地家畜保健衛生所が異常豚の届出を受けて、当該農場の立入検

査を実施するとの連絡があった場合、農林水産部長、他家畜保健衛生所に対

し状況を連絡する。 

イ  農場立入検査等において死亡豚の症状・死亡状況等本病を否定できない場合 

速やかに農林水産部長に報告する。また、動物衛生課(農林水産省)へは現地か

ら送られた異常豚の画像を添えて報告する。さらに、農林水産部内各課、防災・

危機管理課に報告するとともに、畜産センター、他農林事務所、生活衛生課に

状況を連絡する。 
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ウ  夏季期間において、熱中症指数計の暑さ指数や気温が第１の２に記載された

基準を超えると予測される場合は、動員者の健康を考慮した体制について農林

水産部長の指示を仰ぐ。 

 

（２）遺伝子検査陽性から病性判定まで 

＜現地の対応＞ 

ア 関係各所への連絡 

現地家畜保健衛生所は、県北家畜保健衛生所（病性鑑定）から遺伝子検査陽

性の連絡があった段階で、畜産課、現地農林事務所（→他市町村（公表後））、

現地市町村、関係市町村、関係保健所及び関係警察署に連絡する。 

 

＜畜産課の対応＞ 

ア 動物衛生研究部門への検体送付 

畜産課は、農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門あて連絡した

後、県北家畜保健衛生所に患畜・疑似患畜の確定検査に必要な検体送付を指示

する。 

イ 関係各所への連絡 

畜産課は、県北家畜保健衛生所から遺伝子検査陽性の連絡を受けた段階で、

農林水産部長に報告するとともに、部内各課（→関係出先機関）、防災・危機管

理課（→各部局庁、自衛隊）、動物衛生課（農林水産省）、他家保(→関係市町

村)、他農林事務所（→管内市町村）、庁内関係者（課）、関東農政局、市長会・

町村会、畜産関係団体、防疫協定締結団体及び隣接県に電話及びメール等（時

間外、休日の場合は携帯メール等）により連絡する。 

・庁内関係者（課）：政策調査室（知事）、秘書課（副知事）、報道・広聴課、 

総務事務センター、環境政策課、保健政策課（→関係保健

所）、生活衛生課、道路維持課、県警察本部（→関係警察

署）、議会事務局 

ウ 知事への報告と伺い 

・報告：発生農場の概要、発生の経過、当面の措置、今後の対応 

・伺い：遺伝子検査が陽性になった段階で知事に報告し、防災監会議開催、総

括班及び家畜防疫対策班の設置、現地対策班の設置及び必要に応じて

自衛隊、他県獣医師の派遣要請について伺う。 

エ 報道機関への公表 公表の有無及び内容も併せて、動物衛生課と協議する。 

オ 現地家畜保健衛生所及び現地農林事務所に対し、防疫措置準備のための職員の

配置等を指示する。また、畜産課及び防災危機管理課は担当職員を現地へ派遣

する。 
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カ 家畜防疫対策班の設置準備のため家畜防疫対策班員への連絡及び農林水産部会

議室の確保と準備 

キ 県外獣医師の派遣要請へ向けた準備 

ク 埋却地及び埋却作業に向けた準備 

 

＜家畜防疫対策班の対応＞ 

ア 家畜防疫対策班の設置 

     農林水産部長は、防疫対策全般の立案・進捗管理及び現地対策班等との連絡

調整のため、家畜防疫対策班を設置する。 

イ 現地対策班の設置 

     農林水産部長は、現地対策班を設置する。 

ウ 防災監会議の開催 

総括班(防災・危機管理課)は防災監会議を開催し、家畜防疫対策班(畜産課)

は防災監会議を通じて、発生農場の概要及び今後の対応について各部局と情報

共有するとともに、動員職員の派遣を要請する。 

※職員動員の手続き 

農林水産部職員に対しては、農林水産部長が各課に動員を指示し、所属長が

職員を派遣する。 

他部局職員に対しては防災・危機管理課が各部局長の防災監会議員等を

通じて、各課のルートで要請し、各所属長が職員を派遣する。 

【動員計画の考え方】 

2,000 頭以下の場合：180 人/日を動員(農林水産部職員 90 人、団体職員 90人)

すれば概ね 1日で殺処分が終了するため、農林水産部職員

のみで対応する。 

農林水産部職員 90人/8 時間、団体職員 30人/8 時間 

2,000 頭を超える場合や県内で同時に多発した場合：180 人/日の動員だけでは 1

日で殺処分が終了しないため他部局職員を含めて緊急動員を

実施 

緊急動員職員 25 人/4 時間 

エ 自衛隊の派遣要請 

5,000 頭を超える規模での発生や県内で同時に多発するなどにより、本県職

員の動員では、すみやかな発生農場の殺処分が困難であると見込まれる場合

は、自衛隊の派遣を要請する。 

オ 防疫措置に係る準備 

家畜防疫対策班は、関係団体等への連絡調整、防疫資材センターからの防疫

資材の運搬調達に係る準備、消毒ポイント設置に向けた準備、他県獣医師への
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派遣要請を行う。 

カ 埋却場所の確認と埋却作業に向けた連絡調整 

キ 外部委託のための準備（消毒ポイント、看護師、人材派遣、支援センター業務

等） 

 

＜現地対策班の対応＞（現地対策班設置後の対応） 

ア 防疫措置の準備に向けた地域連絡協議会の開催 

現地対策班長は、速やかに現地対策班の構成員を招集のうえ、会議を開催し、

連携して防疫作業を円滑に行えるよう防疫措置計画（人員や資材の準備や殺処

分や埋却作業の実施計画）の作成、防疫支援センター、発生農場サポート拠点、

消毒ポイントの選定を行う。 

イ  現地対策班の農林事務所次長は他農林への動員依頼する場合には、各農林事

務所次長へ連絡する。 

ウ 防疫支援センター及び発生農場サポート拠点等の設置 

      防疫支援グループは、防疫作業者の受付準備、防疫資材の搬入、管理、消毒

機材の設置、通信連絡・事務処理環境の整備、農場とのバスの運行管理の準備

等を行う。 

      また、発生農場サポート拠点の設営（テント等）、必要な資材や機材の搬

入、農場内の休憩所の設置や飲料等の準備。 

エ 発生農場における防疫措置の準備 

      発生地グループは、防疫作業を開始する準備として農場の調査、封鎖、エリ

ア設定、緊急消毒、必要資材の搬入、協定派遣業者と連携した機材の準備、必

要な養生等を行う。 

オ 発生農場における疫学調査の準備・実施 

管理グループは、疫学調査について、検体採材のための資材準備及び検体採材

を行う。 

カ 防疫作業者の受入と農場への投入 

防疫支援センターでは、防疫作業者の受付、資材配布、防疫作業の説明を行

って農場への移動の準備を整え、県対策本部からの防疫措置（殺処分）開始の

指示があれば、即時作業開始できるよう、防疫作業者を発生農場に移動させ

る。 

キ 埋却作業の準備 

埋却場所の現地確認と埋却作業に向けた準備。市町村と連携した住民説明を

行う(家畜防疫対策班と連携)。 

 

（３）病性判定から農場防疫措置完了まで 
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＜家畜防疫対策班及び総括班の対応＞ 

ア 関係各所への連絡 

家畜防疫対策班は、農林水産省の病性判定（患畜又は疑似患畜）結果を、現

地対策班に連絡する。 

家畜防疫対策班は、農林水産部長に報告するとともに、部内関係各課（→関係

出先機関）、防災・危機管理課（→各部局庁、自衛隊）、他家保、他農林事務所（→

管内市町村）、庁内関係者（課）、市長会・町村会、関東農政局、関係団体及び隣

接県に電話及びメール等（時間外、休日の場合は携帯メール等）により連絡する。 

・庁内関係者（課）：政策調査室（知事）、秘書課（副知事）、報道・広聴課、 

総務事務センター、環境政策課、保健政策課（→関係保健

所）、生活衛生課、道路維持課、県警察本部（→関係警察署）、

議会事務局 

イ 知事への報告と伺い 

・報告：病性判定結果、防疫措置計画 

・伺い：県対策本部の設置と農場防疫措置開始の指示 

ウ 県対策本部会議の開催 

総括班は、県対策本部会議を開催する。 

主な会議内容：防疫措置計画の説明、防疫措置の方針の決定、農場防疫措置開

始の指示、自衛隊の派遣要請、国への要請が行われた場合の報

告、記者レク資料の説明※知事業務報告の上、書面、メール等に

よる開催とする場合あり。 

エ 報道機関への公表 

家畜防疫対策班は、県対策本部会議開催後、病性判定結果について報道機関へ

情報提供を行う。発表は原則として記者会見で行う。以降、県対策本部会議後に

は報道機関への情報提供を行う。 

オ 外部委託（消毒ポイント、看護師、人材派遣、支援センター業務等）のための準

備(委託事業者等との連絡調整)・実施 

カ 資材調達 

   キ 埋却作業開始 

     埋却作業の進行管理 

 

＜現地対策班の対応＞ 

ア 関係各所への連絡 

現地対策班は、家畜防疫対策班からの連絡を受け、関係市町村、関係保健

所、関係警察署へ病性判定結果を連絡する。 

イ 殺処分の開始 
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県対策本部からの殺処分開始指示のもと、速やかに殺処分作業を開始する。 

ウ 埋却の開始 

     殺処分の開始を受けて、協定団体との連携による埋却作業の開始。 

エ 汚染物品の処理 

オ 処分豚及び汚染物品の評価 

カ 発生農場内の清掃・消毒 

 

（４）農場防疫措置完了及び完了後 

＜現地対策班の対応＞ 

ア 殺処分終了予定時間の報告 

  現地対策班は、殺処分が終了すると見込まれる時間の概ね 12 時間前(次の日の 8

時から 16時までに終了すると見込まれる場合は前日の 15時まで)を目途に畜産課

と殺処分終了前後の作業体制とそれに伴う県及び団体の動員を終了するタイミン

グについて協議する。 

イ 防疫措置完了の連絡 

   現地対策班は、農場防疫措置完了を家畜防疫対策班へ報告する。 

 

＜総括班及び家畜防疫対策班の対応＞ 

ア 関係各所の連絡 

現地対策班からの報告を受けて、家畜防疫対策班(防疫対策グループ)は動物

衛生課と協議し、家畜防疫対策班(連絡調整グループ)は農林水産部長に報告す

るとともに、部内関係各課（→関係出先機関）、防災・危機管理課（→各部局長、

自衛隊）、他家保(→関係市町村)、他農林事務所（→管内市町村）、庁内関係者

（課）、関東農政局、市長会・町村会、畜産関係団体・防疫協定締結団体など関

係団体及び隣接県に、電話及びメール等（時間外、休日の場合は携帯メール等）

により連絡する。 

・庁内関係者（課）：政策調査室（知事）、秘書課（副知事）、報道・広聴課、

総務事務センター、環境政策課、保健政策課（→関係保健所）

生活衛生課、道路維持課、県警察本部（→関係警察署）、議

会事務局 

     【殺処分終了に伴う県及び団体の動員終了の連絡】 

       家畜防疫対策班は、現地対策班との殺処分終了前後の作業体制と県及び団

体職員動員終了の協議を踏まえ、動員終了予定時間等について農林水産部長

の指示を仰ぎ、総括・情報・防疫対策Ｇは防災危機管理課へ、連絡調整Ｇは各

団体に動員終了予定時間等の連絡を行う。 

イ 必要に応じて県対策本部会議の開催 
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会議内容：農場防疫措置完了報告。非ワクチン接種推奨地域の場合は移動制

限解除に向けてのスケジュール提示。※書面による開催とする場合あり。 

ウ 報道機関への公表 
県対策本部会議後、防疫措置完了等について報道機関へ資料提供を行う。 


